
 

 
 

 
    



 

 
 

 
    



 
 

 
 















★ 

職
員
に
対
す
る
子
ど
も
手
当
の
支
給
に
関
す
る
事
務
の
取
扱
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
規
則
第

二
十
八
号
）
（
人
事
課
） 

 

一 
改
正
の
要
旨 

 
 
 

国
民
生
活
等
の
混
乱
を
回
避
す
る
た
め
の
平
成
二
十
二
年
度
に
お
け
る
子
ど
も
手
当
の
支
給
に
関
す

る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
い
、
必
要
な
規
定
の
整
理
を
行
っ
た
。 

 

二 

施
行
期
日 

 
 
 

平
成
二
十
三
年
四
月
一
日 


